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日本アイアール社の社史 

 

日本アイアールは、何を業としている会社？ 

商売によっては、いくら説明しても分って貰えない商売がある。うちの社員も

親戚や友達から「お前さんのところ、いったい何をしている会社だ？」と聞かれ

て返答に困っているようだ。特許関係の仕事です、というと、では特許って何だ、

という話になる。一般の人には、特許というのは非常に縁遠いものである。やや

事情通になると「特許事務所ですか」と聞いてくる。特許事務所というのは特許

の出願に規定の書類がいるので、その代筆をする仕事である。「いや、うちは特

許のことをいろいろと調べる会社です」と応えると余計に分らなくなる。この商

売いつになったら認知されるのかいな、と心細くなってくる。日本アイアールの

「ＩＲ」は、Information Retrievalであり、Investors Relationsではない。 

 

日本アイアールのルーツは 1966 年設立の「出版社」 

日本アイアールの初代社長、伊藤春樹氏が個人の趣味で設立した資本金 30万

円の出版社が日本アイアールのルーツである。原爆に被爆した子供の手記、「僕

は生きたかった」や「日本貧乏物語」といった良書を出版している。 

 

1974 年 10 月､ 

資本金 120 万円に増資して日本アイアール株式会社を社名登録する 

 株式会社リコー「情報機材部」の販売代理店として、「特許公報のマイクロフ

ィルム」「マイクロリーダ機材機器」「公開特許抄録」の販売を開始する。この

1974年 10月を当社の創立記念日として定める。当時「情報機材部」がやってい

たことを説明しょう。「もの作り」をしている会社は必ず設計図面を作るので､そ

れが大変な量になる。図面のままでは場所を取るので、それをマイクロフィイル

ムに撮影して保管する必要が生まれてくる。恐らくは「カメラ事業」から派生し

た関連事業と思う。単なるマイクロ撮影業務から脱皮し、マイクロ出版事業に注

目した結果が日本特許公報の「マイクロ出版」である。特許の世界に足を踏み入

れた結果、特許データベースの構築へ繋がり「公開特許抄録」等の派生商品が生
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まれてくる。 

 

1979年、株式会社リコー「情報機材部」と「財団法人ＪＡＰＩＯ」が業務提携 

株式会社リコー「情報機材部」は特許情報サ-ビス事業を財団法人ＪＡＰＩＯ

（日本特許情報機構）と提携することで、その主業務を財団法人ＪＡＰＩＯへ移

管する。矢間伸次氏は株式会社リコーを退職して日本アイアール株式会社へ転

出する。日本アイアール株式会社は財団法人ＪＡＰＩＯの特約販売店として「公

開特許抄録Ｎｅｗ-ＳＤＩ」の販売をすることになる。この間、資本金は２４０

万円、４８０万円と増資されている。 

 

1979 年、関東複写センター（特許公報の複写センター）を増設 

 株式会社リコー「情報機材部」より廃棄処分予定の日本特許公報を無償で払い

受ける。但し貯蔵する場所はない、場所を確保しようにも金が無い。事務機の販

売と修理を業としていた石橋氏を訪ねる。氏は、とにかくやるときはやると言う

思い切りの良さがある。ちょうど自宅の隣が空き家だから（川口市安行）、そこ

を改造して複写センターにすればいいと話がきまった。これで関東複写センタ

ーはスタートできた。 

 

1980 年、「特許速報版事業部」を設立する 

 特許年間総合索引の発行元である特許資料センターから業務を引き継ぐ。特

許資料センターは昭和２８年から「日本特許公告年間索引（分類別･出願人別）」､

昭和４６年から「日本特許公開年間索引（分類別・出願人別索引）」を日本で初

めて作成した会社である。当時、コンピュータでの処理は不可能であったため全

てを手作業で編集し（切り貼り、タイプ打ち）製本印刷していた。この特許年間

総合索引は特許庁の資料館をはじめ多くの企業に採用された。当時、特許調査を

する手立ては､膨大な特許公報か番号順に並べた目次しかなく、この「特許年間

総合索引」の役割は革命的であった。 

 

その後、特許情報のデ-タ化は社団法人ジャパテック（財団法人ＪＡＰＩＯの

前身）によってコンピュータへ蓄積され処理するようになった。これが「パトリ

ス」である。コンピュータ化によって「特許年間総合索引（年一度の発行）」は

社団法人ジャパテックへ、「特許年間索引速報版（半月一度の発行）」は、特許資

料センターからの発行と棲み分けられた。この年、特許資料センターの創業者、
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中島氏の引退により当社がその業務を引き継いだ。因みこの「特許年間索引速報

版」は中国専利局をはじめ、各省の特許資料処（10箇所）へ輸出された。 

 

1983 年、特許出願管理ソフト「ＭＡＳＹＳ-ＰＡ」を開発して販売を開始する 

まだパソコンが出始めて間もない頃である。ＮＥＣの「ＰＣ-８８０１」とい

う８ビットパソコンで漢字変換入力システムも無い時代である。当時は汎用コ

ンピュータを使って大きなシステムで運営している特許部もあったが超大手企

業に限られていた。それをパソコンレベルでやろうと企てた。ニーズは間違いな

くある。しかし、当時のアイアールが開発するには金も人も無い。そこで知り合

ったのがシステムビルドの創業者、山崎氏である。偶然にも彼は､同じコンセプ

トの特許出願管理ソフトを開発していた。当社初の新商品開発は、お金なし、人

手なしで、一気に進んだ。 

 

1986 年、矢間伸次氏が代表取締役社長に就任する 

 この間、資本金は８００万円、１２００万円へ増資される。累積赤字も、借金

も抱えてからのスタートである。４２歳の男の厄年に矢間伸次氏は社長になっ

た。もうこれ以上は悪いことは無いのであろう、「身のほど」を知って粘り強く

やっていこう、と決めたとのことである。 

 

1987 年、特許公報の翌日配達を開始。いわば特許業界の宅配便 

 他社が嫌っている部分を当社がやることで生き残りの方策が見えてくる。他

社は、たくさんの注文が出るところを大事にして仕事量の少ないところは大事

にしない傾向がある。足を運ばないで、出来れば郵送や宅配で済ませていたいの

が本心である。いちいち届けていたのでは手間がかかり儲からないことになる

からだ。当社は他社が敬遠する部分をまずやってみることにしたところ、大好評

となった。アイアールの公報配達は、東京都心部の特許部門を中心に大きなシェ

アを獲得した。 

 

1988 年、特許教育用ビデオ「これで特許がわかった」等を作成 

 新入社員の特許教育入門編としてアニメ入りで作成する。日本アイアールの

キラクター「はつめいくん」の誕生であったが、「特許を漫画でビデオ化すると
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は甚だケシカラン」と、随分とお叱りを頂いた。アニメで特許教育が出来る程、

特許は易しくはないということである。しかし、新入社員や女性社員に「はつめ

いくん」は評判が良く、かなりのヒット作となった。現在はＤＶＤ版として販売

されている。 

 

1990 年、社内に知的財産活用研究所を設立。機関誌「知的財産」発行 

 特許は技術防衛の手段ではなく会社の利益を生む知的財産であるという考え

が起点である。国際社会の一員として知的財産が会社経営において極めて重要

な役割果たすことは確実である。常に訴訟の危険性を年頭に置いた（特に米国、

中国）知財戦略が要求される。訴訟で会社が潰れないためにも・・・。 

 

これまで会社の特許部は権利を取る、守るための人材を育成してきたが、これ

からは情報に知恵をつけ「知」を生み出すことができる創造力のある人材教育が

必要である。このような課題を研究テーマに選び、研究成果のレポート発表、ツ

ールの開発、さらには研修セミナーの開催をもってお客様との情報交換を目的

とする知的財産活用研究所を発足させた。我々の仕事に対する評価は恐らく１

０年以上の歳月が必要と思う (１９９０年１０月、設立憲章から) 

 

1990 年、「ＭＣ法」を実践するソフト「メモダス」の開発に着手する 

 創造技法「ＭＣ法」の考案者である長谷川公彦氏が、知的財産活用研究所の名

誉研究員として参加する。「ＭＣ法」とは、図解による創造技法（知的生産技術）

の一つで「３×３方式」のマトリックスカードを使うフラクタル思考での創造技

法である。これまでに「ＫＪ法、マッピング法、ＭＮ法、曼荼羅法」とたくさん

の創造技法が紹介されているが､パソコン利用でのソフト化は実現しておらず

画期的な商品開発の挑戦であった。また、長谷川公彦氏は、この時期に殆ど知ら

れていなかった「ＴＲＩＺ」の研究にも取り組んだ。 

 

1993 年、特許専用翻訳ソフト「ＰＡＴ-Ｔｒａｎｓｅｒ」の取扱いを開始する 

 株式会社クロスランゲージの代理店となり、特許専用翻訳ソフト「ＰＡＴ-Ｔ

ｒａｎｓｅｒ ＰＣ-9801版」の販売を開始する。特許専門の機械翻訳ソフトは､

これまで存在せず「ＰＡＴ-Ｔｒａｎｓｅｒ」が業界の先駆けとなっている。 

 

 

http://www.chizai-kensyu.com/profile-hk.html
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1994 年、創立 20 周年を記念して 

「身のほど経営のすすめ」をダイヤモンド社から出版する 

 例によって、中小企業の社長の金策と人材獲得の苦労を十分に味わってきた。

バブルの浮かれ騒ぎも、うちにはとんと無縁に過ぎた。世はリストラの大合唱で

ある。自分と同世代の人間が苦汁をなめている。配転に出向と首切りと、愛する

会社から追われる境遇となった。我々の世代は日本の高度成長と軌を一つにし

て進んできた世代である。ひたすら会社を信じて会社の言いなりに身を捧げて

来たと言っても過言ではない。会社経営がまずくなったからと言って､そんな人

達を吐き出してしまう日本の会社とはそもそも何なのか。自分は大企業に 15年

勤めて大きなものは人を駄目にする要素が強いことを実感した。個人が尊重さ

れず、まず組織が第 1である。（中略） 

 

確かに小さな会社には明日も知れない不安定さがある。社員も居ついてはく

れない。銀行も融資はしてくれない。日銭欲しさに利幅の薄い商品を売り歩か

ねばならない。それでも、どっこい生きている、という実感がある。小さな会

社だからこそ、できることがあるのではないか。社員が幸せに生きられて会社

も無理をせずに“身のほど”を知って成長すれば、すくなくとも個人をないが

しろにすることはないだろう。小さな会社だからといって、卑屈になる必要な

んてまるでない、と思っている。この難しい世の中で､少人数でも食っている

だけでも偉い。そんな評価が大企業あたりに勤める人間から出るようになれば

中小企業ももっと活力が湧いてくるだろうし、それが健全な社会だという気が

する。本書は、自分の経験を中心にして中小企業の生き残り策を探ったもので

ある。どこまで普遍性があるものなのか心もとない限りだが、大企業のくびき

から脱した中小企業が元気にイキイキと生き残っていくための、ちょいとした

ヒントぐらいにはなるかも知れないと思い書き下ろした次第である。 （本

書：「本文」より） 

 

1995 年、ダイヤモンド社主催の「中国特許事情視察団」へ参加する 

 弁理士 黒瀬雅志氏を団長に総勢１５名の視察団であった。当社からは２名

参加する。矢間伸次氏が副団長を命ぜられた。この視察団のガイド通訳として、

お世話になったのが張峻峰氏である。氏は現在、中国北京アイアール（ＨＬＥ社）

の総経理として活躍している。この視察団の訪問先は北京、上海、深セン､香港

で､北京では中国国家専利局、北京中等裁判所、商工行政管理局、国際貿易促進
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委員会特許事務所を敬意訪問した。「国際貿易促進委員会特許事務所日本部」の

中国弁理士、王礼華先生の知遇を得る。王礼華先生は翌年、国際貿易促進委員会

特許事務所の東京事務所長として赴任する。現在は「中国知的財産サービスセン

ター株式会社」の代表取締役で活躍をしている。深センのホテルのテレビニュー

スで地下鉄サリン事件を知る。 

 

1996 年、日本アイアール株式会社の主催で中国特許ツアーを催行する 

 参加者は総勢 20名で訪問地は中国国家専利局、精華大学、国際貿易促進委員

会特許事務所、柳沈渉外専利事務所を敬意訪問する。またタウンウオッチング

（技術流通市場、模倣品市場、を見学する）と観光を兼ねたツアーは大好評であ

った。ガイド通訳は、当時アイアールの社員であった秦辛華氏と張峻峰氏が勤め

た。秦辛華氏は 1998年、（社）日本自動車工業会知的財産部会が催行した中国特

許調査団の通訳に指名された。その後も諸団体の中国特許視察団のお世話をし

た。また当社主催の「台湾特許事情視察団」を結成して「竹園テクノセンタ－」

等を訪問する。台湾からは「日本特許事情視察団」が来日し、そのお世話する。 

 

1996 年、欧州共同体商標庁（スペイン南部、アリカンテ市）ヘ訪問する 

 1996年 4月から、ひとつの登録により共同体（この時点では 15 カ国）全域に

同一の効力を有する商標権が獲得でき、日本人も共同体商標制度を利用して商

標権を獲得することができる、ということで取材訪問をした。併せてスペイン最

大の特許事務所、エル、ザブル事務所（マドリッド市＆アリカンテ市）も訪問す

る。このとき、サポ-トしていただいたのが眞覚久美子氏である。氏は現在、ス

ペイン弁護士（知的財産）、カルロス氏と共同でリ-ガル・スタジオ・スペイン＆

ジャパン（知的財産権の侵害調査＆係争）に携わっている。 

 

1997 年、「筋の良い研究テ-マを発掘する」ＤＢソフト「メモログ」を完成 

 本ソフトの開発者は（故）久里谷美雄氏である。氏は日本企業､米国企業の両

方に籍を置いて研究開発をしてきた。日本とアメリカの違いに視点を置いて、物

マネでない日本の特長を活かした研究開発をするためには日本人技術者は今後

どうしたら良いのか、彼らを助ける手立てはないのか、そのような観点から本ソ

フトは開発された。本ソフトの基本コンセプトは構造化した情報（個人の創造力）

をチームで共有すること、その情報は絶えず再構造化され進化していくこと、そ
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して、それらの情報は先輩達の創造力として次世代へ伝承されること。日本企業

のＲ＆Ｄ部門は「Ｒ」を重要視する社内文化がない、「調査研究」を軽視する社

内文化の危うさに対して警鐘を鳴らし続けていた。 

 

1999 年、中国北京アイアールを設立する 

 この時期には当社の資本金は 2000万円になっている。中国の特許調査のほか、

中国への商標出願・商標調査、中国特許公報をはじめとする各種技術文書の翻訳、

取扱説明書・マニュアルの翻訳、契約書類等の法務関連文書の翻訳、模倣品の調

査と対策、を業とする現地化法人である。ＨＬＥ社（中国北京アイアール）の総

経理、張俊峰氏は１９９６年から日本アイアールの社員として日本の特許事情

を学び､日本の商慣習をも身につけて帰国した。 

 

2001 年、ＮＲＩサイバーパテント株式会社の特約販売店となる 

 1993 年から特許公報が電子化された。これによって当社のビジネスモデルは

一気に崩壊する。これまで当社の経営資源は印刷で発行されていた紙公報であ

った。紙公報の発行量は膨大で扱い難い資源であるからこそ日本アイアールの

ビジネスモデルが成立していた。しかし、これからの経営資源は紙公報から電子

公報へ変わったのである。我々、中小企業の経営能力では来るべきインターネッ

ト社会に対応する高機能データベースの開発・運営はリスクが高いと判断。社内

ベンチャーを起業したＮＲＩサイバーパテントの若い経営力と潜在能力に賭け

て、新しい夢を共に追うことにした。 

 

2002 年、知的財産活用研究所で米国特許明細書の検証を開始する 

 「日本企業から米国へ出願された米国特許明細書が意味不明でサッパリ理解

できない、」と言う篠原泰正氏（知的財産活用研究所顧問）の提言により米国特

許明細書の精査検証を始めた。技術を知らない翻訳者の質の問題も有るが、翻訳

できない日本語が特許業界に蔓延り問題解決を遅らせていることが分った。米

国への特許出願明細書は戦えない「紙クズ」であると結論つけた。氏は英語文章

を早く正確に読む「３×３方式」の篠原メソッドを考案した。さらにボランティ

アで「ＳＬＥ塾」を主宰し、論理的文章の書き方を教えている。「英文特許明細

書の改善マニュアル」等の著作物は多い。 

 

 

http://www.cn-trademark.net/
http://www.china-honyaku.net/cn-translation-manual.html
http://www.china-honyaku.net/cn-translation-legal.html
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2005 年、知財ブログ「あいあ～る村塾」を開設する 

 ブログのコンセプトは､発明くん便り/知的財産革命/伝わる「平明日本語」運

動/やってられない中国/特許文書を考える/知財経営と知財戦略/高杉晋作と吉

田松陰/文化と文明のはざま/何事もほどほどに/ など。 

 

2007 年、中国弁理士 王礼華氏中国知的財産サービスセンター設立 

中国への特許出願明細書の惨憺たる状況を目にして「日本の損失である」と憤

慨、自らが発明者と打ち合わせしながら中国で通用する中国特許明細書をつく

る新しいビジネスモデルを展開中。ただし名医は心がけの悪い患者は診ない。 

 

2008 年、知的財産活用研究所に「知的財産研修センター」を設立する 

 志が決まれば次は行動である、人が何をしてくれるかではなく、自分が何をす

るかだ、いま自分が居る場所、立場で何ができるのか､それを考えて実行に移せ

ば新しい自分が生まれる（吉田松陰先生の言葉）。いくら知識を詰め込んだとこ

ろで、実務で役立たねばその知識は無駄となる。「知的財産研修センター」は自

分の頭で考え自ら正しい行動が取れる「知財スペシャリスト」を育成するために

設立宣言をする。 

 

2009 年、資本金は 3100 万円となる 

 現在の資本金は３１００万円である。リーマンショックによる知財業界の大

不況の中、得意の「ニッチソリューション」で生き残る決意はゆるぎない。 

 

 今後も「身のほど」をわきまえつつ、やる気のあるお客様のために可能な限り

最善のサービスをご提供し、アイアールフアンを大事にしていく経営理念は次

期社長にも引き継がれていく筈だ。その後のアイアール史は１０年後に纏める

予定である。 


